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●
入
札
制
度
に
つ
い
て

　

Ｑ　

指
定
品
と
同
程
度
の
仕
様

で
あ
る
同
等
品
の
定
義
の
明
確
化

や
可
否
の
精
査
が
不
十
分
で
は
。

　

Ａ　

市
で
購
入
す
る
物
品
は
、

規
格
や
条
件
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り

統
一
的
な
定
義
を
設
け
る
こ
と
は

困
難
と
考
え
て
い
る
。
同
等
品
の

可
否
は
、購
入
課
で
判
断
し
、契
約

主
管
課
が
確
認
し
て
い
る
。
購
入

課
へ
は
、
規
格
、品
質
、性
能
が
同

等
以
上
で
あ
る
こ
と
を
十
分
考
慮

す
る
よ
う
引
き
続
き
周
知
す
る
。

　

Ｑ　

購
入
物
品
の
特
定
や
参
考

見
積
業
者
の
選
定
は
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
て
い
る
か
。

　

Ａ　

購
入
物
品
の
特
定
は
、
購

入
課
が
カ
タ
ロ
グ
や
小
売
店
か
ら

の
見
積
書
な
ど
を
参
考
に
選
定 

し
、
見
積
業
者
の
選
定
は
過
去
の

入
札
状
況
や
購
入
実
績
な
ど
を
参

考
に
し
て
い
る
。

●
防
火
防
犯
の
周
知
方
法
に
つ
い
て

　

Ｑ　

一
般
的
に
ご
み
屋
敷
と
い

わ
れ
る
も
の
の
火
災
対
策
は
。

　

Ａ　

消
防
法
令
や
本
市
の
条
例

に
は
、
全
国
的
に
ご
み
屋
敷
と
い

わ
れ
る
も
の
の
定
義
が
な
い
が
、

大
量
の
物
品
な
ど
が
屋
外
に
置
か

れ
、
放
火
や
出
火
時
の
延
焼
の
可

能
性
が
あ
れ
ば
指
導
を
行
う
。

　

Ｑ　

犯
罪
が
多
発
す
る
地
域
の

対
応
は
。

　

Ａ　

大
和
警
察
署
か
ら
送
付
さ

れ
る
市
内
の
刑
法
犯
発
生
状
況
を

防
犯
指
導
員
、
自
治
会
長
や
安 

全
・
安
心
パ
ト
ロ
ー
ル
車
の
運
転

員
に
情
報
提
供
し
、
犯
罪
が
あ
っ

た
地
域
は
重
点
的
に
パ
ト
ロ
ー
ル

を
実
施
し
て
い
る
。

入
札
制
度
の
中
で
同
等
品
の

定
義
を
明
確
に
示
さ
な
い
か

志
政
あ
や
せ　

齊
藤　

慶
吾

５月２０日、「光・食・文化の祭典～Ayase Base side Festival ～」が開催
されました＜光綾公園野球場にて＞

賛
同
面
積
は
７
万
９
３
９
３
平 

米
、
割
合
は　

・
９
％
で
あ
る
。

６２

●
寺
尾
上
土
棚
線
の
北
伸
計
画
の

 
進 しん 　
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状
況
に
つ
い
て

ち
ょ
く

　

Ｑ　

寺
尾
上
土
棚
線
北
伸
計
画

の
検
討
状
況
は
。

　

Ａ　

県
を
中
心
に
、座
間
、海
老

名
、
本
市
で
７
回
の
勉
強
会
を
開

催
し
、
計
画
の
位
置
付
け
な
ど
事

業
化
に
向
け
た
検
討
を
行
っ
た
。

●
防
犯
監
視
カ
メ
ラ
設
置
に
つ
い
て

　

Ｑ　

自
主
的
に
防
犯
活
動
を
行

っ
て
い
る
自
治
会
、
共
同
住
宅
管

理
組
合
な
ど
へ
防
犯
監
視
カ
メ
ラ

の
設
置
の
補
助
を
考
え
な
い
か
。

　

Ａ　

本
市
で
は
、
防
犯
カ
メ
ラ

付
き
防
犯
灯
の
設
置
と
維
持
管
理

を
含
め
た　

年
間
の
リ
ー
ス
契
約

１０

を
し
て
お
り
、
お
お
む
ね
１
年
に

２
基
増
設
を
予
定
し
て
い
る
た
め

設
置
の
補
助
は
考
え
て
い
な
い
。

●
中
学
校
の
部
活
動
に
つ
い
て

　

Ｑ　

部
活
動
の
実
態
や
課
題
に

対
す
る
市
教
育
委
員
会
の
認
識
は
。

　

Ａ　

部
活
動
の
活
動
日
・
活
動

時
間
は
各
学
校
、
各
部
活
動
ご
と

に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
上
達
さ

せ
た
い
な
ど
の
教
員
の
使
命
感
や

試
合
に
勝
ち
た
い
な
ど
の
生
徒
の

気
持
ち
か
ら
活
動
日
や
活
動
時
間

が
増
え
る
傾
向
が
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。
１
週
間
に
１
日
も
休
み

が
な
い
部
活
や
始
業
前
の
活
動
、

土
曜
日
・
日
曜
日
の
大
会
や
試
合

へ
の
参
加
な
ど
に
よ
る
教
員
の
長

時
間
労
働
が
課
題
で
あ
る
。

　

Ｑ　

市
教
育
委
員
会
で
は
部
活

動
の
検
討
の
場
を
設
け
て
改
善
し

て
い
か
な
い
か
。

　

Ａ　

部
活
動
は
生
徒
に
と
っ
て

意
義
が
あ
る
が
、
教
員
の
負
担
の

一
因
と
も
な
っ
て
い
る
の
も
事
実

で
あ
る
た
め
、
校
長
が
毎
月
の
勤

務
時
間
を
報
告
さ
せ
、
そ
の
状
況

を
把
握
し
、
過
重
労
働
と
な
ら
な

い
よ
う
に
努
め
て
い
る
。
さ
ら 

に
、
校
長
会
と
連
携
し
て
指
導
体

制
の
改
善
に
よ
る
教
員
の
負
担
軽

減
策
な
ど
の
新
た
な
部
活
動
の
在

り
方
を
考
え
て
い
き
た
い
。

自
治
会
な
ど
へ
防
犯
監
視
カ
メ
ラ

の
設
置
補
助
を
し
な
い
か

志
政
あ
や
せ　

古
市　
　

正

●
公
園
に
つ
い
て

　

Ｑ　

市
の
公
園
で
は
、
ボ
ー
ル

遊
び
が
で
き
な
い
な
ど
禁
止
事
項

が
多
い
と
感
じ
る
が
、市
の
考
え
は
。

　

Ａ　

公
園
で
は
、
周
辺
住
民
や

他
の
利
用
者
に
迷
惑
が
掛
か
る
行

為
は
禁
止
し
て
い
る
が
、
ボ
ー
ル

遊
び
が
で
き
る
公
園
も
あ
る
。
今

後
も
地
域
や
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
を

把
握
し
、
特
色
あ
る
公
園
と
し
て

再
整
備
方
針
の
策
定
を
進
め
た
い
。

　

Ｑ　

現
在
廃
止
を
検
討
し
て
い

る
公
園
は
あ
る
か
。

　

Ａ　

市
緑
の
基
本
計
画
で
は
、

緑
地
の
保
全
、
緑
化
の
推
進
を
図

る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
た
め
廃

止
す
る
公
園
は
な
い
。
今
後
も
公

園
な
ど
は
減
ら
さ
ず
、
統
合
し
て

機
能
の
分
担
を
図
っ
て
い
く
。

●
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
る
子
ど
も

た
ち
の
支
援
に
つ
い
て

　

Ｑ　

人
と
違
う
と
い
う
こ
と
で

生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
る
子
ど
も
た

ち
が
、
学
校
生
活
で
生
じ
る
多
様

な
ニ
ー
ズ
へ
ど
う
対
応
す
る
か
。

　

Ａ　

児
童
・
生
徒
一
人
一
人
が

抱
え
る
困
難
さ
は
多
様
化
・
複
雑

化
し
て
お
り
、
さ
ら
な
る
相
談
体

制
の
充
実
や
教
職
員
の
資
質
向
上

が
必
要
と
考
え
る
。

　

Ｑ　

児
童
・
生
徒
一
人
一
人
に

合
わ
せ
た
対
応
に
苦
慮
す
る
教
職

員
に
対
し
て
の
相
談
体
制
は
。

　

Ａ　

特
別
支
援
学
校
の
教
員 

に
、
具
体
的
な
支
援
方
法
な
ど
の

助
言
を
受
け
、
指
導
に
生
か
し
て

い
る
。
校
内
で
は
ケ
ー
ス
会
議
な

ど
で
情
報
を
共
有
し
、
担
任
一
人

に
対
応
さ
せ
ず
、
学
校
全
体
で
支

援
す
る
体
制
を
整
え
て
い
る
。

人
口
減
少
社
会
に
お
け
る
公
園
の

在
り
方
を
ど
う
考
え
る
の
か

畑
井　

陽
子

●
本
市
常
勤
職
員
の
定
数
と
本
市

非
常
勤
職
員
の
実
態
に
つ
い
て

　

Ｑ　

枚
方
市
、
東
村
山
市
の
臨

時
・
非
常
勤
職
員
に
係
る
事
件
の

高
裁
判
決
に
基
づ
き
、
フ
ル
タ
イ

ム
で
働
く
当
該
職
員
に
対
し
、
期

末
手
当
な
ど
常
勤
職
員
と
同
等
の

対
応
と
し
な
い
か
。

　

Ａ　

２
つ
の
判
決
は
、
非
常
勤

職
員
の
勤
務
実
態
が
常
勤
と
認
め

ら
れ
、
期
末
手
当
な
ど
を
支
給
す

る
こ
と
は
適
法
と
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
支
給
は
、
各
自
治
体
の
判

断
で
あ
り
、
条
例
な
ど
に
規
定
が

な
い
本
市
で
は
支
給
し
て
い
な
い

が
、法
改
正
に
伴
い
今
後
対
応
す
る
。

　

Ｑ　

本
市
の
非
常
勤
職
員
の
有

給
休
暇
と
無
給
休
暇
の
取
り
扱
い

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

　

Ａ　

非
常
勤
職
員
の
休
暇
は
、

年
次
休
暇
と
選
挙
権
な
ど
の
公
民

権
の
行
使
な
ど
を
有
給
休
暇
と 

し
、
無
給
休
暇
の
定
め
は
な
い
。

●
落
合
・
吉
岡
の
ま
ち
づ
く
り
の

 
進 しん 　
  �
状
況
に
つ
い
て

ち
ょ
く

　

Ｑ　

落
合
・
吉
岡
土
地
区
画
整

理
組
合
設
立
準
備
会
設
立
時
の
土

地
権
利
者
の
賛
同
状
況
は
。

　

Ａ　

全
体
権
利
者　

人
の
内
、

９１

賛
同
者　

人
で
割
合
は　

・
１
％
、

６２

６８

フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く
臨
時
・

非
常
勤
職
員
へ
の
手
当
見
直
し
を

二
見　
　

昇

市の木「やまもみじ」
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　市議会だよりは、紙面の都合で発言の一部を掲載しています。
　詳しくは、市役所内情報公開コーナー、市立図書館、市議会に備えて
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ターネットでも、会議録の閲覧や検索が
できます。
　なお、６月定例会の会議録は、９月上旬に閲覧できる予定です。
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